
告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
六
十
四
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項

並
び
に
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び

特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に

お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
又
は
指
定
施
術
機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
四
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

指
定
医
療
機
関 

 

二 

指
定
施
術
機
関 

   

セ
キ
薬
局 

平
沼

店 

名

称 

所

在

地 

変

更

事

項 

吉
川
市
平
沼
一
六
〇
三

―
二 

変

更

前 

吉
川
市
中
央
三
―
二
―

七 

変

更

後 

 

島
田 

利
奈 

氏

名 

 

施

術
所 

変

更

事

項 

 

所

在
地 

名

称 

 

狭
山
市
富
士
見
一
―

一
三
―
一
一
メ
ゾ
ン
ド

富
士
見
三
〇
二 

メ
デ
ィ
カ
ル
サ
ポ
ー
ト

ま
ご
こ
ろ
株
式
会
社 

変

更

前 

 

狭
山
市
北
入
曽
一
二

三
三
―
三 

島
田
鍼
灸
治
療
院 

変

更

後 


